
物
品
の
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
い
ま
す
の
で
、
奈
良
県
道
路
公
社
定
款

第
五
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
ま
す
。

平
成
二
十
一
年
七
月
七
日

奈
良
県
道
路
公
社

理
事
長

橋

本

弘

隆

第
一

競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

一

入
札
物
件

「
第
二
阪
奈
道
路
で
行
く
秋
の
日
帰
り
ド
ラ
イ
ブ
」
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
（
仮
称
）
の

企
画
製
作
及
び
印
刷
製
本
業
務

二

入
札
物
件
の
数
量
及
び
特
質

数
量

六
万
部

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
り
ま
す
。

三

納
入
期
限

平
成
二
十
一
年
九
月
十
六
日

四

納
入
場
所

仕
様
書
に
お
い
て
納
入
場
所
を
指
定
し
ま
す
。

第
二

競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

次
に
掲
げ
る
１
か
ら
４
ま
で
に
該
当
す
る
者
が
、
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

１

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該

当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

奈
良
県
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
入
札
参
加
停
止
等
措
置
要
領
に
よ
る
入
札
参
加
停
止
の

措
置
期
間
中
で
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

３

奈
良
県
に
お
け
る
競
争
入
札
参
加
有
資
格
者
で
、
営
業
種
目
Ａ
１
の
印
刷
類
を
主
業
務
と
し

て
登
録
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

４

そ
の
他
入
札
説
明
書
に
記
載
す
る
条
件
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。

第
三

入
札
書
の
送
付
先
等

一

入
札
書
の
送
付
先
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
先

〒
六
三
〇
―
八
一
三
一

奈
良
市
大
森
町
五
七
番
一
二

奈
良
総
合
庁
舎
内

奈
良
県
道
路
公
社
総
務
課

電
話

〇
七
四
二
―
二
二
―
〇
四
六
〇
（
直
通
）

二

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
入
手
方
法

奈
良
県
道
路
公
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
く
だ
さ
い
。

ｈ
ｔ

ｔ
ｐ

／
／

ｗ
ｗ

ｗ
ｎ

ａ
ｒ

ａ
ｋ

ｏ
ｕ

ｓ
ｈ

ａ
ｏ

ｒ
ｊ

ｐ
／

ｄ
ｏ

ｕ
ｒ

ｏ
／

.

.

.

-

三

入
札
説
明
会
の
開
催



実
施
し
ま
せ
ん
。

四

開
札
の
日
時
及
び
場
所

平
成
二
十
一
年
八
月
三
日

午
前
十
時

（月）

奈
良
市
大
森
町
五
七
番
一
二

奈
良
総
合
庁
舎
内

奈
良
総
合
庁
舎
五
階
会
議
室

五

入
札
方
法

入
札
書
の
提
出
は
、
書
留
郵
便
に
限
り
ま
す
。
封
筒
の
表
面
に
「
入
札
書
在
中
」
と
朱
書
し
て
、

年
七
月
三
十
一
日

第
三
の
一
に
示
す
場
所
に
到
着
す
る
よ
う
に
し

平
成
二
十
一

十
七
時
ま
で
に

（金）

て
く
だ
さ
い
。

入
札
は
、
運
搬
、
搬
入
等
の
諸
経
費
を
含
め
た
印
刷
一
式
の
総
額
で
行
い
ま
す
。
落
札
決
定
に

当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し

た
金
額
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
し
ま
す
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課

税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
金
額
の
百
五
分
の
百

に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

第
四

そ
の
他

一

入
札
保
証
金

免
除
し
ま
す
。

二

契
約
保
証
金

契
約
の
相
手
方
は
、
契
約
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
の
契
約
保
証
金
を
納
付
す
る
も
の

と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
契
約
の
相
手
方
が
奈
良
県
契
約
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
奈
良
県
規
則
第
十

四
号
）
第
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
各
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
免
除
し
ま
す
。

三

入
札
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

１

入
札
者
は
、
所
定
の
入
札
書
を
作
成
し
、
封
を
し
た
上
、
所
定
の
場
所
及
び
日
時
に
書
留
郵

便
に
て
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

２

入
札
者
は
、
そ
の
提
出
し
た
入
札
書
を
引
き
換
え
、
変
更
し
、
又
は
取
り
消
す
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。

四

入
札
の
無
効

こ
の
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
が
し
た
入
札
、
奈
良
県
契
約
規
則
第
七
条

に
該
当
す
る
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
し
ま
す
。

五

契
約
書
作
成
の
要
否



要
し
ま
す
。

六

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と

し
ま
す
。

七

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
り
ま
す
。
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